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 利⽤主体︓パートナー機関ほか（※万⼈を対象としてはいない）
 利⽤場⾯︓企業・事業者からの相談時、公の発表の場（技術発表会、セミナー、社内研修
等）

 動画の効果（アクション）︓企業・事業者→⾝近なパートナー機関への相談
︓パートナー機関→事業者からの相談に備え、標準化についての意識を持つ

標準化活⽤紹介動画の概要

＜動画概要＞
• 作成費用：約90万円
• 動画時間：5分弱
• 動画内容の形式：アニメーション、又は スライド+ナレーション

※事例紹介については、企業のご担当者に出演いただくことを検討。また、著作人格権の関係で基本的には
キャラクター等は用いない予定。
• 再生形式：ユーチューブ（一般公開）
• 動画発行主体：一般財団法人日本規格協会

＜動画内容＞
• 標準化のビジネス活用における類型・課題の整理
• 標準化の活用事例（新市場制度の事例を２つ紹介）

• 制度について（標準化活用支援パートシップ制度（標準化相談、規格開発支援、ビジネス視点での支援）、
新市場創造型標準化制度（新規での原案作成員会の立ち上げの後押し）、規格開発予算制度）
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動画の構成

• (株)mil‐kin
（選定の理由）B to Bの製品であるが、製品が一般消費者にとってわかりや
すいものであり、また、JIS化後の成果も明確であるため。
• (株)トリム
（選定の理由）策定した規格を自社だけで活用するのではなく、組合を通じ
て競合も巻き込みながら市場の拡大につなげている、標準化活動の好事
例であるため。

• 標準化活用パートシップ制度
• 新市場創造型標準化制度
• 規格開発予算制度

標準化を
活用した事例

経産省の
標準化制度

標準化をビジネスに活用しませんか？

標準化の効果

＜自社の事業課題を標準化により解決できる場面＞
①製品の良さをうまく伝えることができていない。
→製品の良さを規格により客観的に伝えることが可能
②企業・製品への信頼度が不足している。
→業界や用途によっては、安全性や品質基準が異なる状況を改善
③新たな製品であるため、市場が未整備である。
→低品質な商品の市場からの排除
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動画コンテンツイメージ①標準化の効果

＜経済産業省では＞
2012年6⽉「トップスタンダード制度」の設⽴を機に
企業提案の標準化の⽀援をスタートし、現在は規
格の対象範囲をJISに広げ、⾃社のビジネス活動
への標準化⽀援を実施している。
⇒これら課題解決のため、⼀企業提案で⾃社のビ
ジネスのため標準化を⾏うことが可能。

＜⾃社企業の課題＞
①製品の良さをうまく伝えることができていない。
②企業・製品への信頼度が不⾜している。
③新たな製品であるため、市場が未整備である。

＜どのような場合に標準化が活⽤できるのか＞
A) 市場に低品質品等が混在している
B) ⾃社製品の性能が取引先に理解されない
C) 新しいコンセプトであるため受⼊側が評価ない

＜標準化の効果＞
標準化によって…
A) 粗悪品により荒らされた市場を適正化・⾃社

製品の信頼性を向上
B) ⾃社製品がユーザーの求める性能を保有して

いることを評価し表現可能
C) 想定ユーザーの使⽤場⾯を意識した製品の性

能基準や評価⽅法等を設定可能

「標準化」が課題解決の⼀つになる可能性がある

 ⾃社製品の売り上げ増⼤
 ⾃社製品のブランド向上
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動画コンテンツイメージ②標準化を活⽤した事例（２つ）

新たなコンセプトである⾃社製品の能⼒・性能
を客観的に評価する環境を整えたい。
また、この新市場の創造は⾷中毒事故の減少
という社会課題解決にもつながる。

規格開発によって、性能評価が可能となった。

製品の信頼性向上につながり売り上げの増⼤、
シェアの拡⼤につながった。

新たな製品を開発。また、⼟⽊建築分野では
JISの引⽤が多くJISの規格化が調達には必須。

規格開発によって、性能評価が可能となった。

製造組合業者間の製品の品質が安定し、また、
信頼性向上により売り上げの増⼤につながった。
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動画コンテンツイメージ③経済産業省の標準化に関する⽀援制度

⾃社の事業戦略に標準化が活⽤できる場合がございます。
まずはお気軽にお近くのパートナー機関にご相談ください。
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 「標準化活⽤⽀援パートナーシップ制度」は、現在168の⾃治体、産業振興機関、地域⾦融機
関、⼤学・公的研究機関等にご登録いただき、地域における最初の標準化の相談窓⼝としてご
協⼒をいただいている。

 そこで当事業では、①パートナ機関のご担当者が説明する時の補助 ②公の発表の場などで標
準化について紹介すること、を⽬的とした標準化活⽤の紹介動画を作成する。

（補⾜）標準化活⽤紹介動画作成の狙い

＜動画作成の狙い＞
• パートナー機関の担当者の負担減（説明の補助）
• 標準化について紹介しやすくなる（使⽤場⾯は、技術発表会、セミナー、社内研修等）


